
   〇能代市高齢者緊急一時保護事業実施要綱 

平成３０年３月２６日 

告示第２４号 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律（平成１７年法律第１２４号）第９条第２項に規定する措置を講ずることができ

ない高齢者のうち、虐待等により緊急に保護が必要な者を養護老人ホーム等で一時

的に保護する、高齢者緊急一時保護事業（以下「一時保護事業」という。）の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （実施主体） 

第２条 一時保護事業の実施主体は、能代市とする。ただし、利用者及び利用期間の

決定を除く事業の一部を、適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人、

医療法人、その他民間事業者等に委託することができる。 

 （事業の対象者） 

第３条 一時保護事業の対象者は、市の区域内に住所を有し、現に居住しているおお

むね６５歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、

入院加療を要する状態にある者若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条に規定する感染症の疾患を有

する者又は他人に危害を加えるおそれのある者は除くものとする。 

 （１） 虐待、放置等により在宅生活が困難と認められ、緊急に施設入所による保

護が必要な者 

 （２） その他市長が必要と認める者 

 （利用期間） 

第４条 一時保護事業の利用期間は、原則として１回当たり１４日以内とする。ただ

し、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。 

 （利用申請） 

第５条 一時保護事業を利用しようとする者は、能代市高齢者緊急一時保護事業利用

申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）により、市長に申請しなければな

らない。 

２ 市長は、必要と認めるときは、市長が別に定める診断書等の提出を求めることが

できる。 

３ 第１項の申請は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６の規

定による地域包括支援センターその他の関係機関を経由して申請することができる

ものとする。 

４ 第４条ただし書の規定による利用期間の延長については、第１項から前項までの



規定を準用する。 

   （令７告示１０１・一部改正） 

 （利用の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、一時保護事業の利用の要否につい

て決定し、能代市高齢者緊急一時保護事業利用決定（不決定）通知書（様式第２

号）により申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定により一時保護事業の利用を決定した場合は、能代市高齢者

緊急一時保護事業依頼書（様式第３号）により一時保護等を行う施設（以下「一時

保護施設」という。）に依頼する。 

３ 前項の規定による依頼を受けた一時保護施設の長は、能代市高齢者緊急一時保護

事業受諾（不承諾）書（様式第４号）により、保護を実施する旨又はこれをするこ

とができない旨を市長に回答しなければならない。 

 （利用の廃止） 

第７条 一時保護施設は、一時保護事業の利用期間中において、次に掲げる事由によ

り利用の必要がなくなった場合又は事業を利用させることが適切でないと認められ

る場合は、市長に報告しなければならない。 

 （１） 第３条に定める一時保護事業の対象者ではなくなったとき。 

 （２） 利用者の病状の悪化その他の理由により一時保護施設での生活を継続する

ことが困難となったとき。 

 （３） 利用者が死亡したとき。 

２ 市長は、前項の報告を受けたときは、その利用を廃止することができることとし、

能代市高齢者緊急一時保護事業利用廃止通知書（様式第５号）及び能代市高齢者緊

急一時保護事業実施廃止通知書（様式第６号）により利用者及び一時保護施設に対

して通知する。 

 (費用の負担) 

第８条 市長は、一時保護事業の利用に要した費用について、次に定める額を一時保

護施設に対し委託料として支払うものとする。 

 （１） 利用者が要介護認定又は要支援認定を受けている場合における一時保護事

業の利用に要する額は、利用者の要介護又は要支援状態の区分に対応した介

護報酬の総額から、その保険給付相当額を除いた額とする。ただし、当該保

護費用が介護保険の支給限度額を超えたときは、その超過分についての全額

とする。 

 （２） 利用者が要介護認定又は要支援認定を受けていない場合又は養護老人ホー

ムで一時保護事業を利用する場合における一時保護事業に要する額は、指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労



働省告示第１２７号）別表に規定する単独型介護予防短期入所生活介護費（

Ⅱ）の要支援１区分の介護報酬の総額とする。 

２ 市長は、前項の一時保護事業の利用に要した費用のほか、食費及び居住費が生じ

た分について一時保護施設に対し委託料として支払うものとする。 

３ 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。 

（１） 利用者が一時保護事業の利用中に提供を受けた日用品に係る費用 

（２） 第５条第２項の診断書等の取得に要した費用 

   （令７告示１０１・一部改正） 

 （一時保護事業の利用に要した費用の請求） 

第９条 一時保護施設の長は、一時保護事業を利用した月における一時保護事業の利

用に要した費用について、翌月１０日までに能代市高齢者緊急一時保護事業請求書

（様式第７号）により市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、

速やかに一時保護の利用に係る費用を一時保護施設に支払わなければならない。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２８日告示第１６５号） 

この告示は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則（令和６年１２月２７日告示第１６０号） 

この告示は、令和７年１月１日から施行する。 

附 則（令和 7 年６月１８日告示第１０１号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の能代市高齢者緊急一時保護事業実施要綱の規定は、この

告示の施行の日以後に高齢者緊急一時保護事業の利用を開始する者について適用し、

同日前に高齢者緊急一時保護事業の利用を開始した者については、なお従前の例に

よる。 

 


